
資料１ 

 

国立大学法人等の基幹設備（ライフライン） 

に係る実態調査について（結果速報） 

 

① 保有している設備の把握状況 

９３法人４１３団地のうち、８４法人３１４団地において、１２種類
ある設備のうち１種類以上を把握。 

 
全法人・主要団地 左記のうち把握している法人・主要団地 

法人数 主要団地数 
(a) 

法人数 主要団地数 
(b) 

 
(b)/(a) 

９３法人 
 

４１３団地 
 

８４法人 
（１３法人） 

３１４団地 
（３３団地） 

７６％ 
（８％） 

 
※（ ）内の数値は、平成２５年度サンプル調査で得られた値。 
※１２種類の設備は、給排水・ガス管等が７種類、電力・通信ケーブル等

が５種類。 
 

② 保有している設備の更新計画策定状況 

９３法人４１３団地のうち、４１法人１０５団地において、１２種類
ある設備のうち１種類以上の更新計画を策定。 

 

③ 基幹設備（ライフライン）の保有量（推計） 

給排水・ガス管等：  ４５７万ｍ 
電力・通信ケーブル等：１，２７３万ｍ 
  合  計  ：１，７３０万ｍ 

 
※各設備の土地面積、建築面積、延べ面積、総棟数のうち、敷設長さと相

関が最も強いものを独立変数とし、回帰式により推計。 
 

④ 基幹設備（ライフライン）の改善が必要な整備量（推計） 

給排水・ガス管等：  ２８０万ｍ （保有量の約６１％） 
電力・通信ケーブル等：  ３０３万ｍ （保有量の約２４％） 

合  計  ：  ５８３万ｍ （保有量の約３４％） 
 

※平成２８年５月１日時点で計画更新年数以上使用の設備を推計。 
※上記整備量（５８３万ｍ）について、所要額を推計すると、１，０００

～１，５００億円規模。 


